
精華町公共施設使用料等審議会（第一回） 次第 

 

平成３０年７月６日（金） 

１３時１５分から 

庁舎５０１・５０２会議室 

（次第） 

 

１．開催 

２．委嘱状の交付 

３．委員の紹介等 

４．精華町公共施設使用料等審議会条例について 

５．会長・副会長の選出 

６．諮問 

７．審議 

８．現地視察 

 

（配布資料）   

 

 委嘱状 

 諮問書（写） 

 資料１：精華町公共施設使用料等審議会委員名簿 

 資料２：精華町公共施設使用料等審議会条例    

 資料３：精華町審議会等の会議の公開に関する指針 

 資料４：精華町公共施設一覧 

 資料５：公共施設使用料の料金体系 

 資料６：各公共施設減免規定一覧 

 資料７：各公共施設個表 

 資料８：各公共施設条例規則 

 資料９：他団体参考事例 

 資料１０：他団体参考事例一覧表 

 資料１１：今後の審議会スケジュール（案） 

 


